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平成28年（2016年）

7 25
21●第 号2182元気な時でも受けよう

がん検診
７ 面

５ 面 ご活用ください分譲マンシ
ョン管理のための支援制度

８ 面 新宿クリエイターズ・フェ
スタ2016 8月6日は「こど
もアートデー！」

給付を装った「振り込め詐欺」や
「個人情報の詐取」に
十分ご注意ください

！

　新宿区の職員が区民の皆さんに

直接、臨時福祉給付金などに関す

る電話や訪問をしたり、ATM（現

金自動預け払い機）の操作をお願

いすることはありません。また、携

帯電話等に給付金に関するメール

を送って返信を求めることもあり

ません。不審な電話・メールなどに

は十分ご注意ください。

　平成26年4月からの消費税率の引き上

げに伴い、特別区民税が課税されていない

方に昨年度に引き続き支給する「臨時福祉

給付金」と、障害基礎年金または遺族基礎

年金を受給している方に新たに支給する

「年金生活者等支援臨時福祉給付金（障害・

遺族基礎年金受給者向け）」についてお知

らせします。

【問合せ】臨時福祉給付金等対策室（本庁舎

6階）（5273）4351・（5273）4366へ。

　平成28年1月1日現在、新宿区に住民登録があり、28年度の

特別区民税（均等割）が課税されていない方（下表参照）

※均等割が課税される方の扶養親族、生活保護を受給してい

る方等は対象になりません（生活保護を受給している方等に

ついては、保護基準等の改定で消費税率の引き上げによる負

担増に対応しています）。

平成28年度の特別区民税が
課税されていない方

対象

給与所得者

区 分 所得額
27年中の

給与収入の目安

単 身 35万円 100万円

夫 婦


91万円 156万円

夫 婦
子１人


126万円 205万9,000円

夫 婦
子２人


161万円 255万9,000円

公的年金受給者

区 分 所得額
27年中の

年金収入の目安

単
身

65歳
以上

35万円 155万円

65歳
未満

35万円 105万円

夫
婦


65歳
以上

91万円 211万円

65歳
未満

91万円 171万3,000円

表 特別区民税（均等割）が課税されない所得・収入の目安（参考）

臨時福祉給付金
支給額

1人に付き3,000円

（　）は扶養親族等の人数

臨時福祉給付金
年金生活者等支援
臨時福祉給付金

新宿区

新宿区

(障害・遺族基礎年金受給者向け）

※年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）（2面参照）

をすでに受給した方は対象になりません。

対象

平成28年度臨時福祉給付金（上記）
の支給対象の方で平成28年5月分
の障害基礎年金または遺族基礎年

金等を受給した方

支給額
1人に付き

30,000円

年金生活者等支援
臨時福祉給付金
(障害・遺族基礎年金受給者向け）

いずれの給付金も

9月1日～29年2月28日

◎対象の方へ8月31日から申請書兼請求書をお送りします◎

以下のとおり、対象別に申請書兼請求書をお送りします。

「臨時福祉給付金」のみの対象となる方（支給額3,000円）

・・・平成28年度臨時福祉給付金申請書兼請求書

いずれの給付金も対象となる方（支給額33,000円）

・・・平成28年度臨時福祉給付金、年金生活者等支援臨時福祉

　給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け）申請書兼請求書

６ 面 教えて！あなたの自慢レシ
ピ メニューコンクール

ケーブルテレビの広報番組

つくって かぶって 楽しんで生演奏に合わせて みんなで描こう！

アート体験ワークショップ

歌って
踊って

映像アー
トの

世界を体
験！

8月31日から順次発送

申請書兼請求書の送付

　申請書兼請求書がお手元に届いたら、必要事項を記入の

上、添付書類とともに返信用封筒で返送してください。直

接お持ちいただく場合は、臨時福祉給付金等対策室（本庁

舎6階）で受け付けます。9月1日～30日は、第1分庁舎

地下2階エレベーター前に設置する受付窓口でも受け付け

ます（土・日曜日、祝日を除く）。

　詳しい申請方法等については、申請の受け付け開始に合

わせて、「広報しんじゅく」８月25日号であらためてお知ら

せします。

申請方法

申請受付期間


	新宿区　臨時福祉給付金・ 年金生活者等支援臨時福祉給付金（障害・遺族基礎年金受給者向け）

